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１．住民登録に関する手続

マイナンバーカードまたは個人番号通知カードを持っていた

手続詳細 期　限

※返納の必要はありません。他の手続でマイナンバーカードが必要にな
る場合がありますので、しばらく保管の上、返納希望の方はすべての
手続が終了した後に返納してください。

なし

手続可能な人

どなたでも可

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方のマイナンバーカード、個人番号通知カード １階　市民課
３番窓口

マイナンバーカードの返納手続

印鑑登録をしていた 

手続詳細 期　限

亡くなられた方が印鑑登録をしていた場合、その方の印鑑登録は死亡日
をもって無効となりますので、返納してください。

※印鑑登録証が見当たらない場合は手続不要です。

なし

手続可能な人

どなたでも可

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方の印鑑登録証 １階　市民課
６番～１０番窓口

印鑑登録証の返納手続
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２．バイクの廃車に関する手続

原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車を所有していた

相続人への名義変更または廃車の手続手続

手続詳細 期　限

亡くなられた方の名義の車両を相続する場合
は、名義変更の手続をしてください。

※�亡くなられた方名義のナンバープレートは廃
車し、新しい所有者の方に新しいナンバープ
レートを交付します。

亡くなられた方の名義の車両を相続しない場
合、必ず廃車（ナンバープレートの返納）の手続
をしてください。

亡くなられた日から15日以内

手続可能な人

①相続人の方　②相続人と同居のご家族の方
③その他の方
※�③の方が手続される場合には、相続人とのご関係

をお聞きします。

必要なもの 手続先

□ ナンバープレート
□ 標識交付証明書
□ 手続者の本人確認書類

１階　市民課
４番窓口

MEMO
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葬祭費の申請手続 ②
手続詳細 期　限

被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に葬祭費（50,000円）が
支給されます。

※職場などの健康保険に加入していた被保険者が、退職後３か月以内
に亡くなられたときは、加入していた健康保険から埋葬料などが支
給される場合があります。

※他の健康保険から葬祭費に相当する支給を受けた場合は、重複して
支給申請することはできません。

葬祭を行った日の翌日から
２年以内
手続可能な人

葬祭を行った方（喪主）

必要なもの 手続先

□ 葬祭を行った方（喪主）の普通預金通帳

□ �葬祭を行った方（喪主）が確認できるもの（会葬礼状、葬儀日
程表、葬儀の領収書、訃報記事など）

１階　保険年金課
１２番窓口

相続人代表者の申立誓約書手続 ③
手続詳細 期　限

被保険者が高額療養費などの振込前に亡くなり、支給ができなくなっ
た場合、申立人（相続人代表者）へ支給します。

２年以内
手続可能な人

相続人
必要なもの 手続先

□ 相続人代表者の普通預金通帳 １階　保険年金課
１２番窓口

資格確認書などの返却手続 ①
手続詳細 期　限

被保険者が亡くなられた場合、資格確認書などを返却してください。 なし
手続可能な人

どなたでも可
必要なもの 手続先

【お持ちの方】
□ �亡くなられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ

□ 限度額適用認定証など

□ 特定疾病療養受療証

１階 保険年金課
１２番窓口

米沢市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた

３．健康保険に関する手続
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４．年金に関する手続

国民年金に加入または受給していた 

厚生年金に加入、または受給していた 

必要な手続の確認手続

必要な手続の確認手続

手続詳細 期　限

必要な手続について日本年金機構米沢年金事務所に照会し、状況に
応じた必要書類及び手続先をご案内します。
照会の結果、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・未支給年金（障
害基礎年金など）請求については米沢市での手続となります。

—

手続可能な人

—

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方などの基礎年金番号がわかるもの １階　保険年金課
１２番窓口

米沢年金事務所
☎ 0238-22-4220

手続詳細 期　限

亡くなられた方が加入していた年金や受給していた年金の種類、ご
遺族の状況によって必要な手続や提出書類が異なります。亡くなら
れた方などの基礎年金番号がわかるものを準備の上、事前にお問い
合わせください。

—

手続可能な人

—

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方などの基礎年金番号がわかるもの 米沢年金事務所
☎ 0238-22-4220

厚生年金に加入または受給していた
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４．年金に関する手続

共済年金に加入または受給していた

必要な手続の確認手続

手続詳細 期　限

亡くなられた方が加入していた年金や受給していた年金の種類、ご
遺族の状況によって必要な手続や提出書類が異なります。亡くなら
れた方などの基礎年金番号のわかるものを準備の上、事前にお問い
合わせください。

—

手続可能な人

—

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方などの基礎年金番号がわかるもの 各共済組合

厚生年金に加入、または受給していた 

農業者年金死亡関係届出書の提出手続

手続詳細 期　限

受給権者が亡くなられたとき、遺族の方は１０日以内に住所地の JA
を経由して農業者年金基金へ「農業者年金死亡関係届出書」を提出
してください。

10日間以内

手続可能な人

ご遺族の方

必要なもの 手続先

□ 農業者年金証書

□ 受給権者の死亡日を明らかにすることができる戸籍全部事
項証明書（戸籍謄本）、住民票の写しまたは死亡日に関する
市区町村長の証明書など

２階　農業委員会事務局
８番窓口

農業者年金を受給していた
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５．こどもに関する手続

児童手当を受給していた

受給者変更及び未支払請求手続手続

手続詳細 期　限

児童手当の受給者が亡くなられた場合、未支払いの児童手当及び受
給者の変更につき、手続が必要となります。

原則、受給者が亡くなられた
日の翌日から数えて１５日以内

必要なもの 手続可能な人

【受給者変更】

□ 本人確認書類　□ 健康保険資格情報のわかるもの

□ 金融機関の通帳またはキャッシュカード
　 ※公金受取口座を利用する場合は不要

□ マイナンバーのわかるもの

【未支払い】

□ お子様名義の通帳またはキャッシュカード

受給者が亡くなられた後、
対象児童を監護する方

手続先

１階　子育て支援課
１４番窓口

厚生年金に加入、または受給していた 

【受給者が亡くなられた場合】
受給者死亡届の提出、未支払請求の提出
【対象児童が亡くなられた場合】
児童扶養手当資格喪失届（または額改定届）の提出

手続

手続詳細 期　限

受給者が亡くなられた場合、死亡日の属する月の手当までが支給
されます。未支払いの手当てがある場合は、手続が必要です。

１４日以内

必要なもの 手続可能な人

□ 手続を行う人の本人確認書類

【未支払いがある場合】

□ お子様名義の通帳またはキャッシュカード

【受給者が亡くなられた場合】
親族など

【対象児童が亡くなられた場合】
受給者

手続先

１階　子育て支援課
１４番窓口　

児童扶養手当を受給していた
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５．こどもに関する手続

厚生年金に加入、または受給していた 

子育て支援医療証資格喪失届の提出手続

手続詳細 期　限

子育て支援医療証を交付していた児童が亡くなられた場合、死亡日
をもって受給資格が喪失となりますので、医療証の返還が必要です。

なし

手続可能な人

児童の保護者

必要なもの 手続先

□ 子育て支援医療証 １階　子育て支援課　　　　　　　　
１４番窓口　

子育て支援医療証を交付されていた

厚生年金に加入、または受給していた 

【保護者が亡くなられた場合】
ひとり親家庭等医療証資格喪失届の提出

【対象児童が亡くなられた場合】
ひとり親家庭等医療証資格喪失届（または受給資格内容変更届）の提出

手続

手続詳細 期　限

ひとり親家庭等医療証を受給していた方が亡くなられた場合、
死亡日をもって受給資格が喪失となりますので、医療証の返還
が必要です。

なし

手続可能な人

【保護者が亡くなられた場合】
親族など

【対象児童が亡くなられた場合】
保護者

必要なもの 手続先

□ ひとり親家庭等医療証

□ 手続を行う人の本人確認書類

１階　子育て支援課　　　　　　　　
１４番窓口　

ひとり親家庭等医療証を交付されていた
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５．こどもに関する手続

保育所などに入所していた

【保育所などに入所しているこどもがいる世帯でこども以外の方が亡くなられた場合】
 教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届の提出

【保育所などに入所しているこどもが亡くなられた場合】
 退園届、教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届の提出

手続

手続詳細 期　限

【保育所などに入所しているこどもがいる世帯でこど
も以外の方が亡くなられた場合】
保育給付認定の変更手続が必要（世帯の状況変更、ひ
とり親家庭への変更など）。

【保育所などに入所しているこどもが亡くなられた場合】
保育所などの退園の手続が必要。

【亡くなられたこどもの兄弟姉妹が保育園などに入所し
ている場合】
世帯状況の変更手続が必要。

変更などの締め切りを毎月20日としてい
るため、お早めにお手続ください。

手続可能な人

【保育所などに入所しているこどもがいる世
帯でこども以外の方が亡くなられた場合】
保護者または親族

【保育所などに入所しているこどもが亡く
なられた場合】保護者

必要なもの 手続先

【保育所などに入所しているこどもがいる世帯でこ
ども以外の方が亡くなられた場合】
□ �本人確認書類（顔写真付きのものとして、マイ

ナンバーカードや免許証）
□ �ひとり親となった場合、扶養切り替え後のこども

の健康保険資格情報のわかるもの

【保育所などに入所しているこどもが亡くなられた場合】
□ �本人確認書類（顔写真付きのものとして、マイ

ナンバーカードや免許証）

１階　子育て支援課
１４番窓口

厚生年金に加入、または受給していた 

養育医療券の返還の手続手続

手続詳細 期　限

養育医療券を交付していた乳児が亡くなられた場合、
その乳児の医療券は死亡日をもって失効となりますの
で、返還してください。

なし
手続可能な人

乳児の保護者
必要なもの 手続先

□ 乳児の養育医療券 １階　子育て支援課
１４番窓口

養育医療券を交付されていた
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６．福祉（障がい・その他）に関する手続

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されていた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療
育手帳をお持ちだった場合、死亡日をもって喪失となります。

なし

手続可能な人

親族

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳ま
たは療育手帳

□ 亡くなられた方のマイナンバーがわかるもの

１階　社会福祉課
１５番窓口

手帳の返還手続

障害児福祉手当または特別障害者手当を受給していた

障害児福祉手当または特別障害者手当の資格喪失届の提出手続

手続詳細 期限

亡くなられた方が障害児福祉手当または障害者手当を受給していた
場合、死亡月をもって受給資格が喪失となります。資格喪失届の提出
が必要です。また、未払い分の手当てがあれば請求の手続が必要です。

死亡日から14日以内

手続可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座がわかるもの

１階　社会福祉課
１５番窓口

障害福祉サービスを利用していた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が障害福祉サービスを受給していた場合、死亡日をもっ
て障害福祉サービス受給者証の返却となります。

なし
手続可能な人

親族など
必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方の障害福祉サービス受給者証 １階　社会福祉課
１５番窓口

障害福祉サービス受給者証の返却手続
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６．福祉（障がい・その他）に関する手続

手続詳細 期　限

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた保護者の場合、死
亡月をもって受給資格が喪失となります。受給者死亡届の提出が必要で
す。未払い分の手当があれば請求となり、受給資格が継続するようであ
れば受給者変更の手続となります。

死亡日から１４日以内

手続可能な人

親族

必要なもの 手続先

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座の通帳写し
□ 受給資格が継続する場合は、認定請求者の戸籍謄本、振込口

座の通帳の写し
□ 印鑑

１階　社会福祉課

１５番窓口

特別児童扶養手当を受給していた

【保護者が亡くなられた場合】

特別児童扶養手当受給者死亡届の提出
（未払い分がある場合は未払特別児童扶養手当請求書の提出、受給資

格が継続する場合は認定請求書の提出）
手続

手続詳細 期　限

対象児童の死亡月をもって受給資格が喪失となります。受給資格喪失
届の提出が必要です。未払い分があれば請求の手続が必要です。他に
特別児童扶養手当の対象児童がいる場合は額改定の手続となります。

死亡日から１４日以内

手続可能な人

親族

必要なもの 手続先

□ 印鑑 １階　社会福祉課

１５番窓口

【児童が亡くなられた場合】

特別児童扶養手当資格喪失届（または額改定届）の提出
（未払い分がある場合は未払特別児童扶養手当請求書の提出） 手続
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手続詳細 期　限

亡くなられた方が重度心身障がい児養育手当を受給していた保護者の
場合、死亡月をもって受給資格が喪失となります。喪失届が必要です。
また、未払い分の手当があれば請求となり、受給資格が継続するようで
あれば受給者変更の手続となります。

死亡日から１４日以内

手続可能な人

親族

必要なもの 手続先

□ 印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座がわかるもの

１階　社会福祉課

１５番窓口

手続詳細 期　限

対象児童の死亡月をもって受給資格が喪失となります。資格喪失届が
必要です。また、未払い分があれば請求の手続が必要です。

死亡日から１４日以内

手続可能な人

親族

必要なもの 手続先

□ 印鑑 １階　社会福祉課

１５番窓口

重度心身障がい児養育手当を受給していた

【保護者が亡くなられた場合】

【児童が亡くなられた場合】

重度心身障がい児養育手当の喪失届の提出
（未払い分がある場合は未払重度心身障がい児養育手当請求書の提出、

受給資格が継続する場合は認定請求書の提出）
手続

重度心身障がい児養育手当資格喪失届の提出
（未払い分がある場合は未払重度心身障がい児養育手当請求書の提

出） 
手続

６．福祉（障がい・その他）に関する手続

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
　 

P.8
〜 

P.9

広
告
掲
載
事
業
者
　 

P.36
〜 

P.37

お
く
や
み
窓
口
　
P.2
〜 

P.7

各
種
手
続
　 

P.10
〜 

P.31

市
役
所
以
外
の
主
な
手
続 

　
P.32
〜 

P.33



20 21

６．福祉（障がい・その他）に関する手続

手続詳細 期　限

掛金を支払っていた方が亡くなられた場合、年金支給の請求の手続が
必要です。

掛金を支払っていた方が亡
くなられた日から３年以内

手続可能な人

年金を受給する方または、
扶養年金管理者

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方の死亡診断書（原本）

□ 亡くなられた方の除住民票

□ 年金を受給する方の住民票

□ 年金を受給する方の振込口座がわかるもの（通帳の表紙及び見
開き（カナ口座名義記載ページ）の写し）

※加入者と障がい者が同時に死亡した場合は遺族の方の振込口座
がわかるもの（通帳の表紙及び見開きの写し）

□ 印鑑

□ 加入証書

１階　社会福祉課

１５番窓口

心身障がい者扶養共済制度の年金を利用していた（扶養年金）

【掛金を支払っていた方が亡くなられた場合】

死亡・重度障害届出書、年金支給請求書の提出手続

受給者証の返還手続

自立支援医療受給者証（精神通院医療）を利用して通院していた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が自立支援医療受給者証をお持ちだった場合、死亡日
をもって使用不可となります。
自立支援医療受給者証（精神通院）を返還してください。

期限なし

手続可能な人

親族など

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方の自立支援医療受給者証（精神通院） １階　社会福祉課
１５番窓口
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手続詳細 期　限

加入期間が１年以上の加入者で加入者が生存中に障がい者が死亡した
場合、または加入者と障がい者が同時に死亡した場合は、弔慰金が支
払われます。

受給予定者が亡くなられた
日から３年以内

手続可能な人

年金加入者または、扶養
年金管理者

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方の除住民票

※年金を受給していた方が県内在住である場合は不要

□ 掛金を支払っていた方の住民票

□ 掛金を支払っていた方の振込口座がわかるもの（通帳の表紙及
び見開き（カナ口座名義記載ページ）の写し）

※加入者と障がい者が同時に死亡した場合は遺族の方の振込口座
がわかるもの（通帳の表紙及び見開きの写し）

□ 印鑑

□ 加入証書

１階　社会福祉課

１５番窓口

心身障がい者扶養共済制度の年金を利用していた

【年金を受給予定していた方が亡くなられた場合】

死亡・重度障害届出書、弔慰金請求書の提出手続

手続詳細 期　限

年金を受給していた方が亡くなられた場合、年金を停止するための手続
が必要です。

死亡日から１４日以内

手続可能な人

扶養年金管理者

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方の除住民票

年金を受給していた方が県内在住である場合は不要

□ 加入証書

□ 印鑑

１階　社会福祉課

１５番窓口

【年金を受給していた方が亡くなられた場合】

死亡・重度障害届出書の提出手続

６．福祉（障がい・その他）に関する手続
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６．福祉（障がい・その他）に関する手続

重度心身障がい（児）者医療の助成を受けていた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が重度心身障がい（児）者医療の助成を受給していた
場合、死亡日をもって受給資格が喪失となります。未請求分の医療費領
収書があれば請求の手続が必要です。

なし

手続可能な人

親族

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方の重度心身障がい（児）者医療証

□ 亡くなられた方の印鑑

１階　社会福祉課
１５番窓口

重度心身障がい（児）者医療証の返還手続

手続詳細 期　限

亡くなられた方が福祉タクシー利用助成券を利用していた場合、未使
用分の福祉タクシー利用助成券・紙おむつ給付券があれば返却してく
ださい。

なし

手続可能な人

親族など

必要なもの 手続先

□ 亡くなられた方の未使用分の福祉タクシー利用助成券

□ 亡くなられた方の未使用分の紙おむつ給付券

１階　社会福祉課
１５番窓口

福祉タクシー利用助成券・紙おむつ給付券を利用していた

未使用分の福祉タクシー利用助成券・紙おむつ給付券の返却手続

児童通所施設を利用していた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が児童通所給付を受給していた場合、死亡日をもって
通所受給者証の保護者変更となります。また、通所している児童が亡く
なられた場合には通所受給者証の返却となります。

なし

手続可能な人

親族など

必要なもの 手続先

□ 通所受給者証 １階　社会福祉課
１５番窓口

通所受給者証の通所給付決定保護者の変更または返却 手続
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６５歳以上または介護認定を受けていた

手続詳細 期　限

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認
定証を返却または破棄してください。紙おむつ給付券、はり・きゆう・
マッサージ助成券をお持ちの場合、返却してください。

なし
手続可能な人

どなたでも可
必要なもの 手続先

□ 介護保険被保険者証
□ 介護保険負担割合証
□ 介護保険負担限度額認定証
□ 紙おむつ給付券
□ はり・きゆう・マッサージ助成券

１階　高齢福祉課
１６番窓口

７．介護保険などに関する手続

証書などの返却または破棄手続 ①

手続詳細 期　限

高額介護サービス費・福祉用具購入費・住宅改修費などで未支給の
ものがある場合、「介護保険給付費（償還払い）に関する申出・誓約
書」を提出してください。

相当な期間（概ね６か月）
手続可能な人

相続人
必要なもの 手続先

□ 相続人の方名義の普通預金通帳 １階　高齢福祉課
１６番窓口

介護保険給付費に関する申出・誓約書の提出手続 ②

６．福祉（障がい・その他）に関する手続

生活保護を受給していた

手続詳細 期　限

亡くなられた方の状況に応じて、保護費の返還を要す場合などがあり
ます。速やかに報告をお願いします。

なし
手続可能な人

親族または相続人
必要なもの 手続先

なし １階　社会福祉課
１５番窓口

必要な手続の確認手続
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８．税金に関する手続

固定資産（土地・家屋）を持っていた

手続詳細 期　限

土地・家屋の固定資産課税台帳上の所有者が死亡した場合、翌年度
以降の固定資産税を課税するために「固定資産現所有者申告書」を
提出していただく必要があります。所有者の名義が変更されるまで
の間に納税義務者となる当該固定資産の現所有者（相続人）を記入し、
ご提出ください。

※この申告は、所有権の移転登記に代わるものではありません。所有
権移転登記が済んでいない方は、別途法務局での手続が必要です。

相当な期間（概ね３か月）

手続可能な人

相続人

必要なもの 手続先

□ 届出者の本人確認書類

　（マイナンバーカード、運転免許証など）

２階　税務課
２番窓口

管轄の法務局
山形地方法務局米沢支局
☎ 0238-22-2148

固定資産現所有者申告書の提出手続 ①

手続詳細 期　限

登記されていない家屋について、売買や相続、贈与などで所有者を
変更する場合、納税義務者となる所有者を変更するために「未登記
家屋名義変更申請書」に必要事項を記入し、ご提出ください。

相当な期間（概ね３か月）

手続可能な人

相続人

必要なもの 手続先

□ 届出者の本人確認書類

　（マイナンバーカード、運転免許証など）

２階　税務課
２番窓口

未登記家屋名義変更申請書手続 ②
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８．税金に関する手続

米沢市に税・保険料を納めていた

相続人代表者指定届の提出手続

手続詳細 期限

亡くなられた方が米沢市に以下の税が課税または保険料を納めていた
場合、納付や還付に関する書類は、相続人代表者に送付させていただく
ことになります。
相続人のうち、どなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指
定届」に必要事項を記入し、ご提出ください。

【該当する税・保険料】

・国民健康保険税

・個人市民税・個人県民税・森林環境税

・固定資産税

・介護保険料・後期高齢者医療保険料　など

※�相続人が相続放棄をされた場合、その納付義務は継承されません。
家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどの提
出が必要になります。
　�相続放棄をされた方が複数人いる場合は、すべての方の分の提出が
必要です。ご不明な点は税務課までお問い合わせください。

相当な期限（概ね３か月）

手続可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 届出者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）

□ 遺言書の写しなど（法定相続人以外の方が相続する場合）

２階　税務課
２番窓口

税・保険料の納付が済んでいない

納付にかかる手続手続

手続詳細 期限

亡くなられた方の以下の税・保険料の納付が済んでいない場合は、納税
課へお問い合わせください。

【該当する税・保険料】
・国民健康保険税
・個人市民税・個人県民税・森林環境税
・固定資産税
・介護保険料・後期高齢医療保険料　など

なし

手続可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 納税通知書（納入通知書）や納付書など ２階　納税課
１番窓口
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８．税金に関する手続

税・保険料の口座振替に亡くなられた方名義の口座を登録していた

口座振替の廃止または変更手続

手続詳細 期限

以下の税・保険料が亡くなられた方名義の口座を登録されていた場合
は、納税課窓口または金融機関窓口にて、口座振替の廃止または変更
を申し出てください。

【該当する税・保険料】
・国民健康保険税
・個人市民税・個人県民税・森林環境税
・固定資産税
・介護保険料・後期高齢医療保険料　など

なし

手続可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 廃止の場合⇒振替口座の通帳及び金融機関届出印

□ 変更の届出⇒変更先の口座の通帳及び金融機関届出印、納税
通知書（納入通知書）や納付書

２階　納税課
１番窓口
または金融機関窓口

MEMO
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森林の土地を相続した

手続詳細 期　限

森林の土地を相続した場合は手続が必要です。

※手続が不要の場所もありますので詳細は事前にお問い合わせください。
※相続手続を済まされてから届出てください。

相続日から90日以内

手続可能な人

相続人

必要なもの 手続先

□ 相続を証明する書類

・登記完了証（電子申請）（相続登記後法務局で発行）

・その他相続を証明する書類（遺産分割協議書など）

のいずれか

□ 位置図
※位置が判らない場合は結構です。

２階　森林農村整備課　
７番窓口

森林の土地の所有者届出手続

道路や法定外公共物（里道や水路）を占用していた

手続詳細 期　限

占用許可を廃止する場合は占用廃止届の提出を、名義の変更をする場
合は変更申請を行ってください。

できるだけ速やかに

手続可能な人

どなたでも可

必要なもの 手続先

□ 道路占用許可書または法定外公共物占用許可書

□ 許可されている場所がわかる書類

２階　土木課
９番窓口

占用許可の廃止または変更手続手続

９．その他の手続
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９．その他の手続

犬を飼っていた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が犬を所有していた場合、所有者の変更手続が必要で
す。

できるだけ速やかに
手続可能な人

どなたでも可
必要なもの 手続先

なし １階　生活安全課
１３番窓口

犬の登録事項変更手続手続

地下水採取設備を持っていた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が動力を用いて地下水を採取するための設備を所有
しており、揚水機の吐出口断面積が６㎠（口径25㎜に相当）を超えて
いた場合、地位の承継または廃止の手続が必要です。

できるだけ速やかに
手続可能な人

どなたでも可
必要なもの 手続先

なし ３階　環境課
２番窓口

地位の承継（氏名の変更など）、廃止手続手続

所有していた市内の建物が空き家になり相談したい

手続詳細 期　限

空き家について相続・管理・処分などの相談を承ります。 なし

手続可能な人

　

必要なもの 手続先

なし ２階　建築住宅課
１１番窓口

空き家に関する相談手続
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１０．上下水道に関する手続

手続詳細 期　限

亡くなられた方が使用者または所有者の場合、変更の手続が必要で
す。使用しない場合は、中止または廃止の手続が必要です。

※廃止手続を行う場合は、来庁ください。

※使用者または所有者の変更、中止の手続はインターネット申請ができます。

速やかに

手続可能な人

親族または同居者

必要なもの 手続先

□ 新所有者の本人確認書類（所有者を変更する場合のみ） 上下水道部庁舎１階
水道センター・料金窓口
☎ 0570-04-5112
 　（ナビダイヤル）

使用者または所有者変更、中止または廃止手続手続

上下水道を使用していた

上下水道料金の口座振替に亡くなられた方名義の口座を登録していた

口座振替の廃止または変更手続

手続詳細 期限

亡くなられた方名義の口座を登録されていた場合は、水道センター・
料金窓口または金融機関窓口に申し出てください。

速やかに

手続可能な人

親族または同居者

必要なもの 問い合わせ先

□ 廃止の場合⇒振替をしている口座の通帳及び金融機関届出印

□ 変更の場合⇒�変更先の口座の通帳、水栓番号がわかるもの及び
金融機関届出印

上下水道部庁舎１階
水道センター・料金窓口
☎ 0570-04-5112
　 （ナビダイヤル）
または金融機関窓口
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１０．上下水道に関する手続

井戸水を使用していた（下水道使用者のみ）

手続詳細 期　限

井戸水を使用しており、かつ公共下水道に接続している世帯の方が亡く
なられた場合、使用人数の変更の手続が必要です。

速やかに
手続可能な人

親族または同居者
必要なもの 手続先

なし 上下水道部庁舎２階
給排水窓口
☎ 0570-04-5112
　 （ナビダイヤル）

使用人数の変更手続手続

下水道事業受益者負担金を納付中（猶予中）であった

手続詳細 期　限

下水道事業受益者負担金を納付中（徴収猶予中を含む）の受益者が亡
くなられた場合は、受益者の変更手続をお願いします。
※郵送手続可。ご連絡いただければ変更届をお送りします。

速やかに
手続可能な人

親族または相続人
必要なもの 手続先

□ 新受益者の本人確認書類 上下水道部庁舎２階
業務課企画担当
☎ 0570-04-5112
　 （ナビダイヤル）

受益者変更届の提出手続

浄化槽を使用していた

手続詳細 期　限

亡くなられた方が浄化槽管理者（所有者）の場合、使用休止、使用廃止
または管理者変更の手続が必要です。

30日以内
手続可能な人

どなたでも可
必要なもの 手続先

なし 上下水道部庁舎２階
下水道課工事担当
☎ 0570-04-5122
　 （ナビダイヤル）

使用休止、使用廃止または管理者変更手続手続
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市役所以外での手続チェックリスト

該当事項 ✓ 主な手続 問い合わせ先

運転免許証 □ 返納手続

米沢警察署
米沢市城北２丁目３番１９号

☎ 0238-26-0110

総合交通安全センター
天童市大字高擶1300

☎ 023-655-2150

次のいずれかを持っている

・特定医療費（指定難病）受給者証
・肝炎治療受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・特定疾患医療受給者証

□

故 人の住 所地を管轄
する健康福祉センター
（保健所）へお問い合
わせください。

置賜保健所
米沢市金池７丁目１番５０号

☎ 0238-26-6000

市営住宅に入居していた □ 明渡届・異動届
米沢市市営住宅指定管理
公益サービス共同企業体

☎ 0238-40-8700

預貯金口座など □ 口座凍結解除の手続 各金融機関

生命保険など □
死亡保険金の請求、
入院給付金の請求など

加入していた生命保険会社
または代理店

損害保険など □ 名義変更、解約など
加入していた損害保険会社

または代理店

国税 □
相続税の手続
所得税・消費税申告など

米沢税務署
米沢市門東町１丁目１番９号

☎ 0238-22-6320

軽自動車を所有していた □

今後の所有形態に
合わせて廃車
または
名義変更の手続

山形県軽自動車協会
山形市立谷川３丁目３５５３番地２

☎ 023-686-3600
または市内の代行機関

（一社）山形県自家用自動車協会
県南支部

米沢市窪田町窪田３２５番地の５
☎ 0238-37-3245

□
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該当事項 ✓ 主な手続 問い合わせ先

２輪のバイク（125cc 以上）
・普通自動車を所有していた

□
今後の所有形態に
合わせて廃車
または名義変更の手続

東北運輸局山形運輸支局
山形市大字漆山字行段 1422-1

☎ 023-686-4711

不動産登記 □
土地・家屋などの所有者
移転（相続）登記など

山形地方法務局米沢支局
米沢市金池７丁目４番 33 号

☎ 0238-22-2148

クレジットカード □ 解約
各契約会社

固定電話、携帯電話 □ 契約継承、解約

電気・ガス・インターネット □

名義変更、解約

各契約会社

ケーブルテレビ □
株式会社ニューメディア

米沢市春日４ 丁目２番 75 号
☎ 0238-24-2525

NHK 受信料 □
ＮＨＫふれあいセンター

☎ 0120-151515

特別永住者証明書を
持っていた

□ 返納手続
仙台出入国在留管理局

☎ 022-256-6076

※手続に必要な書類の中には、市役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が必要とな
る場合があります。各契約会社などにお問い合わせいただいてから、市役所にお越しいただくと手
続が進めやすくなります。

□

市役所以外での手続チェックリスト
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不動産登記推進イメージキャラクター

「トウキツネ」

法務省　相続登記の義務化 検 索

不動産登記
推進サポーター
「シラナカッタヌキ」

不動

「ト

34
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続を応援します！

　法定相続情報証明制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を
何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続は専門家（※2）に
依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続にお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続は 

法定相続情報 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続がいくつ
もある場合にお勧
めです。手続が同時
に進められ、時間
短縮につながりま
す。

法定相続情報証明制度について

不動産登記推進イメージキャラクター

「トウキツネ」

法務省　相続登記の義務化 検 索

不動産登記
推進サポーター
「シラナカッタヌキ」

不動

「ト
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広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885 （株式会社鎌倉新書）
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